
平成 20 年 11 月 13 日 

 福 岡 財 務 支 局 

サクセット株式会社に対する行政処分について 

 

１．サクセット株式会社（以下「当社」という。）に対する検査の結果、以下の法令違反が認め

られたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。 

（平成20年 11月４日付） 

 

○ 店頭金融先物取引において、売付け及び買付けの価格を同時に提示せずに値決めを行っ

ている状況 

 

(1) 当社が行っている店頭外国為替証拠金取引業務において、当社が顧客に対して交付して

いる契約締結前交付書面等に記載された方法と異なり、取引通貨の売付け及び買付けの価

格の双方があるにもかかわらず、顧客に対してこれらを同時に提示しておらず、値決め担

当者が売付け及び買付けの価格を任意に決定している状況にあった。 

こうした状況の中、当社の値決め担当者である管理部係長代理は、平成１９年５月から

同年６月頃、為替相場が円安傾向にあったため、顧客が行ったニュージーランドドル／円

の通貨取引（以下「本件NZドル／円取引」という。）の買建てについて、反対売買を行っ

たならば、利益を得ることができると認識した。 

  

(2) 管理部係長代理は、上記(1)記載の業務状況にあって、通常、顧客からの注文を成行で受

注していたことを奇貨として、上記(1)記載の認識に基づき行った本件NZドル／円取引の

反対売買について、顧客との間の取引は、当社のカバー取引先（以下「当社カバー先」と

いう。）の提示レート（対顧客との間の値決めにおいて当社が参照するとしている価格）よ

り大幅に低い価格で約定処理を行う一方で、当社カバー先との間の取引は提示レートで約

定することにより、対顧客と対当社カバー先との取引による差額分を当社に帰属させるこ

とを企図した。 

 

(3) 管理部係長代理は、上記(2)記載の企図のもと、平成１９年６月１２日から同月１５日に

かけて、当社の各営業員に対し、本件NZドル／円取引の買建てに係る仕切り売り希望の有

無を確認するよう指示し、かかる指示を受けた営業員が取引の勧誘を行った。この結果、

売付け及び買付けの価格の双方があるにもかかわらず、顧客に対してこれらを同時に提示

することなく、４６顧客から仕切り売り注文（成行）を受注し、当社カバー先が提示する

価格より、さらに１通貨単位当たり約４円から２円低い価格で約定した。 

一方、管理部係長代理は、当該約定後、当社カバー先における仕切り売りを提示レート

で行うことにより、当社は対顧客と対当社カバー先との取引の差額として、売買益

48,526,300円（当社が顧客に説明しているスプレッド、手数料を除く。）を取得した。 



上記記載の状況は、金融商品取引法第４０条第２号に基づく金融商品取引業等に関する内閣

府令第１２３条第２０号に規定する「店頭金融先物取引について、売付け及び買付けの価格の双

方がある場合に、これらの価格を同時に提示していない状況」（平成１９年９月３０日以降の状況。

同年９月２９日以前の状況については、廃止前の金融先物取引法第７７条第２号に基づく同法施

行規則第２５条の２第３号に規定する「店頭金融先物取引について、通貨等の売付け及び買付け

の価格の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示していない状況」）に該当するものと認め

られる。 

 

２．以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第５１条の規定に基づき、以下の行

政処分を行った。 

○ 業務改善命令 

以下の措置を講じ、その対応状況を平成２０年１２月１２日（金）までに書面で報告す

ること。 

① 公正かつ適切な業務運営を実現するため、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び

内部管理態勢の構築、並びにこれらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図

ること。 

② 実効性のある再発防止策を策定・実施し、責任の所在の明確化を図ること。 

 
     連絡・問い合わせ先 

福岡財務支局理財部金融監督第三課 

   電話 092-411-7281（内線3711・3712） 

 


